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登録と大会の関わりについて

日本中体連および日本バスケットボール協会からの通達があり、

「２０２６年４月より、中体連主催大会、協会主催大会

　など、全ての大会において、参加する場合には競技団

　体（JBA）登録を必要とすること。また、参加する

　チーム（中学校・クラブ等）で登録をしていること。」

が、決定いたしました。

一般社団法人埼玉県バスケットボール協会事業とJBA登録の関係について、
次の通りご案内いたします。



１．登録と大会の関わりについて

１−１

選手は、大会に参加するチームで登録されていることとし、未登録もしくは
登録先と  は異なるチームで大会へ出場することはできません。  

　注）クラブチーム、 Bユースに登録の選手は、中体連主催の大会には
　　　出場できません。  

　注）中体連（部活）登録の選手は、クラブ主催の大会には出場できません。



１．登録と大会の関わりについて

１ー２

競技者登録は、中体連（部活）、クラブチーム、 Bユースの中から１つだけ 選
び、その年度の 5月31日までに完了させてください。

※　年度途中に新規参入チームにも、上記の期日は適応されます。
　　参入予定チームは、予め、チ  ーム登録を完了してください。  

※　承認（登録完了）までに２週間程度かかる場合がありますので、
　　手続きは余裕をもって行っ  てください。

 ※　チーム加盟料・競技者登録料の支払い完了後、登録手続きが完了となり、
　　承認へ進みます。



１．登録と大会の関わりについて

１ー３

中体連（部活）登録の中学 3年生は、8月31日までに移籍が完了していれ
ば、『Junor Winter Cup』への出場はできます。

ただし、『クラブカップ』の出場はできません。  

注）移籍完了とは、Team JBA（会員登録管理システム）を通じて移籍申請を行い、
　　移籍が承認された場合をいう。  

注）承認（移籍完了）までに２週間程度かかる場合がありますので、手続きは余裕を
　　もって行ってください。



１．登録と大会の関わりについて

１ー４

くれぐれもご注意ください！

　・１年間の活動を見据えて、登録チームを決定してください。

　・新規参入チームも該当します。（参入予定も含みます。）



登録と大会の関わりについて

１−５　　【2026 年度以降の主な変更点】 　　　　

①　選手が最初に登録したチームで、 原則3 年間継続して活動すること
　　が基本となります。
　　（育成期の安定した指導・環境の確保を目的としています）

②　各チームおよび選手は、年度の初め（５月末）までに JBA へ選手
　　登録を行い、その登録チームで大会へ出場すること になります。

これまでは、中体連参加にあたり JBA 登録を必須としておりませんでした
が、日本中体連より通達があり、登録が必須となりました。



１．登録と大会の関わりについて

１−５　　【2026 年度以降の主な変更点】 　　　　

③　新設されるクラブカップに出場した選手は、「埼玉県中体連大会
　　（予選会を含む）」に参加することができません。

④　逆に、「埼玉県中体連大会（予選会を含む）」に参加した選手は、
　　クラブカップへの出場はできません。



１．登録と大会の関わりについて

１−６ 【 ３年生  】 　　　　　　　　　　　　　 　

①　年度の初め（５月末）までに JBA へ選手登録を行い、
　　その登録チームで大会に出場が可能

②　部活動所属選手に限り、８月末までに移籍手続きを終えた場合、
　　出場が可能

　　　　　【⭕】中学校チーム　⇒　クラブチーム
　　　　　【❌】クラブチーム　⇒　クラブチーム　 　　
　　　　　【❌】無所属　　　　⇒　クラブチーム



１．登録と大会の関わりについて

１−７【 １、２年生  】 　　　　　　　　　　　 　

①　年度の初め（５月末）までに JBA へ選手登録を行い、
　　その登録チームで大会に出場が可能

②　年度途中に移籍した場合には、 JrWCに出場することはできない

③　年度途中に移籍した場合には、リーグ戦は出場可能



１．登録と大会の関わりについて

１−８【 その他  】　　　　　　　　　　　　　 　

①　リーグ戦WR（ウインターラウンド 1月〜3月）に参加している
　　チームは、Jr.WCに参加することができます。

②　リーグ戦WR（ウインターラウンド 1月〜3月）に参加していない
　　チームは、Jr.WCに参加することができません。

③　リーグ戦の結果は、 Jr.WC事業のシード権に繋がります
　　リーグ戦は予選ではありません
　　

http://jr.wc
http://jr.wc
http://jr.wc


１．登録と大会の関わりについて

１−９ 【 その他  】 　　　　　　　　　　　　 　

④　２０２６年度９月の JrWC埼玉県予選一次ラウンドには、以下の
　　チームが出場することができます
　　　
　　　１　２０２５年度の WRに出場した全チーム

　　　２　２０２６年度の学校総合体育大会県大会ベスト４のチーム

　　　※　上記２つ以外のチームは、参加することができません
　　　



１．登録と大会の関わりについて

１−１０ 【 その他  】 　　　　　　　　　　　　 　

⑤　２０２７年度９月の JrWC埼玉県予選一次ラウンドには、以下の
　　チームが出場することができます。 （案）変更の可能性あり 　
　　　
　　　１　2026年度のWRに出場した１部＋２部以降の勝ち上がりチーム

　　　２　2027年度の学校総合体育大会県大会ベスト４のチーム

　　　３　2027年度のクラブカップ県大会上位　 X　のチーム

　　　４　Bユースチーム



登録と大会の関わりについて（一部改訂）

　【 年度当初登録チームの確認書類提出  】 　　　
選手は、年度当初登録チームの確認書類（ 選手登録と大会参加の可否につ
いて）を２０２６年度に登録するチーム責任者・顧問に提出してください

２０２６年４月１日（水）〜  ４月８日（水）の期間にチーム代表者へ提出してくだ
さい

※　チーム責任者は、 ４月１０日（金）以降に TeamJBA 登録を行います

※　慌てず、丁寧に登録先を考え、年度当初登録チームの確認書類
　　（選手登録と大会参加の可否について ）を提出してください。

※　確認書類は、県協会ＨＰよりダウンロードしてください



１．登録と大会の関わりについて （一部改訂）

１ー１１【 年度途中の移籍に関する年度当初申告  】 
選手は、年度途中に移籍を行う場合、 「年度途中の移籍に関する年度当初申
告書類」を以下の３つの提出先へ提出してください

【 提出先  】  　① 年度当初登録するチーム責任者・顧問
 　　　　  　 　② 年度途中に移籍先となるチーム責任者
 　　　　　   　③ SBA-U15部会【年度途中移籍申告フォーム】

【提出期間】　２０２６年４月１日（水）〜  ４月８日（水）

※　確認書類は、県協会ＨＰよりダウンロードしてください

※　JrWCの出場は、年度当初に登録チームを定める必要があります。
　　この申告がない場合は 、年度当初に１年間の活動場所を定めていない
　　こととなるため、 10月から実施される JrWC予選には出場できません 。



２．登録期間

    埼玉県U15カテゴリー部会における年度当初 JBA登録期間は以下の通
りです。
　春季大会（クラブのみ）に出場する場合には、大会エントリー期間が別途
設けられています。ご注意ください。

　①　年度当初登録の登録期限　 ４月１０日　〜　５月３１日

　②　春季大会エントリー期間　 ４月１１日　〜　４月１４日



３．JBA 登録により可能なこと

　①　JBA 主催行事への参加（全国大会、ナショナル DCなど）

　②　県協会（SBA）主催行事への参加（埼玉育成リーグ、クラブ
　　　カップ、U15選手権など）

　③　登録下選手による県 DC・地区DC への参加（トライアウト含む）

　④　JBA 及びSBA からの情報提供・各種クリニック・各種研修機会など



４．中体連大会における JBA登録の必須化

    ①　2026年度より、
　　　中体連大会出場には JBAのチーム登録および個人登録が必須

　　　（各地区における総体・新人戦の地区予選、及び県・関東
　　　　・全国大会を含む中体連主催の全ての大会）



５．JBA 登録と試合の参加可否

No. 登録先
ｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ

４月〜８月

中体連
（総体・新人）

６〜８月

JrWC全国
JrWC埼玉予選
９月〜１１月

埼玉育成リーグ
SBDL

９月〜３月

１ 中学校 ✖ ◯

（部活）

◯

（部活）

◯

（部活）

２ クラブ
◯

（クラブ）
✖ ◯

（クラブ）

◯

（クラブ）

３ Bユース ✖ ✖ ◯

（B）
◯

（B）

4 未登録 ✖ ✖ ✖ ✖



６. JBA 登録とDC（育成センター）の参加可否

①　県協会主催の育成センター （U13・U14・U15 県DC など）の選出は、

　　どのチームに登録した場合でも選出される権利を有する。



７. JBA 登録とJrWC予選参加可否について

項目 内容・詳細

2028年度完全

導入へ向け

2028年度（現在の新中学1年生が3年生になる年）からは、年度当初に登録した

チームでの出場が完全施工。（学校登録3年に限る移籍可も廃止）

大会出場の制

限

年度当初、クラブやBユースに登録した選手が、学校総合体育大会にエントリー

した時点で、ジュニアウインター（県大会以上）への出場はできない。

移籍特例

（2年間）

年度当初中学校登録した 3年生に限り、8月末までのクラブへの移籍による出場を

認める。（引退後の活動場所確保（部活 → クラブ））

移籍不可の対

象

年度当初中学校登録した3年生以外の「クラブやBユースに登録した３年生」や「登

録に関わらず全ての１.２年生」は、移籍は不可。（JrWCについて）

年度当初未登

録選手

年度当初未登録選手は、出場不可 。



８．全国U15選手権大会JrWC（予選会を含む）の出場について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※一部改訂

①　全国U15 選手権大会（予選会を含む）に出場するためには、
　　年度当初（５／３１）に登録したチームで参加する ことはできる。

　　ただし、中学３年生の部活動所属選手に限り 、
　　８月末までに移籍手続きを終えた場合、出場が認められます。
　　年度当初に移籍先をグーグルフォームで確認します。

②　2025年度登録している１・２年生の内、 2026年度に登録する　　　　　２・３
年が８割を超えている場合は、実績を引き継ぐ ものとする。

※該当するチーム責任者様は、公式ラインにご連絡をください。



９．チーム名称の変更

①　チームの名称変更を希望する場合は、 2025年度登録している
　　１・２年生の内、 2026年度に登録する２・３年が８割以上の
　　場合は、実績を引き継ぐ ものとする。

②　８割未満の場合は、新規チームとなる。

※　該当するチーム責任者様は、 SBA U15公式LINEにご連絡ください。


